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30保疾第 620号

平成 30年 (2018年)9月 10日

一般社団法人長野県医師会長

一般社回法人長野県獣医師会長     様

0丁 般社田法人長野県臨床険査技師会長

長野県健康福祉部長

(公 印  省  略 )

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する作の公布について (通知)

平素は、県の健康福祉行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

標記について、別添のとおり厚生労働省健康局結核感染症課長から通知がありました。

つきましては、内容を御承知いただき、その運用に御配意いただくとともに、会員の皆様

への周知について御配意願います。

なお、保健福祉事務所長、衛生検査所長へは別途通知しましたことを申し添えますと

健康福祉部保健 疾 病対策課感染症対策係

担当  (課 長)西 垣明子  (担 当)笠 原ひとみ

電話   0262357148(直 通)

ファクシミサ    026-235‐7170
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30保疾第 620号

平成 30年 (2018年)9月 10日

保健福祉事務所長

(保健所扱い)

健康福祉部長

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する件の公布について (通知)

標記について、別添のとおり厚生労働省健康局結核感染症課長から通知がありました。

ついては、内容を御承知の上、その運用について御配意いただくとともに関係機関へ周知

願います。

なお、県医師会長、県獣医師会長、県臨床検査技師会長、衛生検査所長には別途通知済み

です。

保健 ・疾病対策課感染症対策係

担当 (課 長)西 垣明子  (担 当)笠 原ひとみ

電話   02い 23卜7148(直通)

ファクシミリ    026-235-7170

防災電話 82312640
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30保疾第 620号

平成 39年 (2018年)9月 10日

衛生検査所長 様

長野県健康福祉部長

(公 印  省  略 )

入を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する件の公布について (通知)

平素は、県の健康福祉行政に御協力いただき、厚くおネし申し上げます。

標記について、別添のとおり厚生労働省健康局結核感染症課長から通知がありました。

つきましては、内容を御承知の上、その運用について御配意願います。

健康福祉部保健 。疾病対策課感染症対策係

担当  (課 長)西 垣明子  (担 当)笠 原ひとみ

電話   026‐ 2357148(直 通)

ファクシミリ    020-235-7170
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健感発 0823第 1号

平成 30年 8月 23日

各 [暑 号禄母]衛

生主管部 (局)長   殿

厚生労働省健康局綺隊感染症課長

( 公 印 省 略 )

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が

指定する病原体等の一部を改正する作の公布について

「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する

病原体等の
一
部を改正する作」については、本 日、平成 30年 厚生労働省告示第

309号 をもって公布され、同日から適用されたところで曳

今回の改正の概要等は下記のとお りですので、御了知の上、関係者に対 して

周知いただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。

1 改 正の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年 法

律第 114曳 以下 「感染症法」という。)に おいて四種病原体等は施設基準、

使用基準等の規制を設けており、また当立入検査を拒む等の場合については

罰則規定を設けている等管理の徹底を図つているところである。
一方、感染

症法第 6条 第 23項 に基づき、四種病原体等のうち、医薬品等であって、人

を発病させるおそれがほとんどないものについては、人を発病させるおそれ

がほとんどないものとして厚生労働大巨が指定する病原体等 (平成 19年厚

生労働省告示第 200曳 以下 「告示Jと いう。)に よつて厚生労働大臣が指

定し、感染症法の規制対象から除外することとなっている。

今般、感染症法第 6条 第 23項 の規定に基づき、人を発病させるおそれが

記



ほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定し、当該病原体に係

る感染症法上の規制等を解除する。

インフルエンザウイルスA属 インフルエンザAク イルス(血清玉型がH

7N9で あるものに限る。)
。IDCDC RC56N(A/Cuangdong/17SF003/2016(H7N9))

2 適 用期日

平成 30年 8月 23日 から適用すること。
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2報 第 フ333号平成 30年 8月 23日  木 曖日 官

２
‐１‐
　
借
駄
は
　
エ
ジ
ブ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国
理
府
と
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
倍
疑
契
約
に
基
ヴ
い

て
仁
用
に
生
さ
れ
る
。
借
数
の
条
傘
及
び
使
用
に
閲

す
る
手
続
は
、
こ
の
了
解
の
範
囲
内
で
　
待
に
次
の

原
則
を
含
む
こ
と
に
な
る
前
記
の
や
歓
客
約
に
よ
つ

て
資
常
さ
れ
る
。

倒
　
使
過
期
間
は
　
十
年
の
領
置
翔
間
の
後
二
十
年

と
す
る
。

い
　
利
子
字
は
　
年
一
バ
ー
セ
ン
ト
と
す
ｚ宅

ｎ
　
支
的
閉
間
は
、
前
″
の
借
数
要
和
の
発
勿
の
日

の
後
八
年
と
す
る
。

回
　
〓取
ム
の
手
舞
ヽ
は
　
―
ほ
糧
忘
す
る
借
嵐
の
額

の
〇
　
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
で
藤
さ
れ
る
こ
と
こ

な
る
．
０
に
規
定
す
る
支
世
期
間
が
延
長
さ
れ
な

い
こ
と
及
び
前
記
の
支
出
野
問
内
に
支
出
が
完
了

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
　
１
に
規
定
す
る
惜
秋

の
標
の
〇
　
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
が
払

い
東
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の
　
回
Ｏ
ｔ
規
定
す
る
支
出
期
間
は
　
面
政
府
の
関
係

当
局
の
同
意
を
得
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

３
０
　
結
歌
は
　
ブ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
目
的
と
し
て

エ
ジ
プ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国
の
権
瞑
の
あ
る
当
局
が

既
に
行
っ
た
か
又
は
将
来
行
う
予
算
支
出

（両
政
府

の
関
係
当
局
間
で
合
舷
す
る
表
に
南
げ
る
生
露
物
の

た
め
の
も
の
を
離
く
。）
を
対
象
と
し
て
Ｉ
用
ｔ
決
さ

れ
る
．

０
　
的
に
規
定
す
る
】率
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
の
相

互
の
同
煮
に
よ
っ
て
接
亡
す
る
こ
と
が
で
告
る
。

４
　
エ
ジ
プ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国
政
府
は
、
エ
ジ
プ
ト

ア
ラ
ノ
英
和
国
政
所
の
名
義
で
開
殺
さ
れ
る
国
家
予
算

勧
定
ｔ
借
既
の
口
費
に
よ
る
支
出
額
に
等
し
い
想
を
エ

ジ
ノ
ト
の
通
資
モ
振
り
書
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
特

慣
を
と
る
ど
」
の
よ
う
に
し
て
振
り
替
え
ら
れ
た
額
は

エ
ジ
ブ
ト
　
ア
ラ
ノ
共
和
国
政
府
の
国
髪
予
算
に
合
め

ら
れ

ノ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
．

Ｓ
　
エ
ジ
ブ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国
技
席
は
、
借
説
に
基
づ

い
て
貼
入
さ
れ
る
生
産
物
の
海
上
輸
送
及
び
海
上
保
険

に
関
し
、
減
工
会
社
及
び
張
上
保
凌
会
社
の
間
の
公
正

か
つ
自
由
な
琵
争
を
″
ヴ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
制

限
を
鶴
す
る
こ
と
も
差
し
雄
え
る
、

６
　
エ
ジ
ブ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国
政
結
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に

つ
い
て
、
倍
教
及
び
そ
れ
か
ら
生
す
る
剃
子
に
対
し
て

又
は
そ
れ
ら
に
関
遷
し
て
エ
シ
プ
ト
　
ア
ラ
ブ
共
和
国

に
お
い
て
韓
さ
れ
る
全
て
の
財
政
無
街
登
及
び
種
税
を

発
除
す
る
。

７
　
エ
ジ
ツ
ト
　
ァ
ラ
ノ
共
和
国
政
府
は
　
借
承
が
酒
正

に
　
か
つ
　
軍
ら
３
０
Ｌ
規
定
す
る
予
算
支
出
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
及
び
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
作
を
と
こ

Ｓ

　

エ
ジ
ブ

ト

　

ア

ラ
ブ

共

和

国

政

府

ほ

要

請

に
応

じ

、

Ｕ

■

日

政

府

及

び

Ｊ

Ｉ
Ｃ

Ａ

に
対

し

、
次

の
も

の
を

空

供

す

る
．

口

　

桔

家

の

官
透

及

び

プ

ロ
グ

ラ

ム

の
実

施

の
進
抄

状

況

に

つ
い

て

の
情

報

及

び

主

料

い

　

告

秋

及

び

プ

０
グ

ラ

ム

に
関

運

す

る
そ

の
他

の

情

報

９

　

両

政

府

は

、

こ

の
了

解

か

ら

来

は

工

の
了

舞

に
関

連

し

て
生

ず

る

こ

と

の
あ

る

い
か

な

る
事

項

に

つ
い

て

も

相

互

に
協

議

す

る
，

本

把

は

　

東

に
、

こ

の
客

宙

及
び

前

記

の
７

好

を

エ
ジ

ノ

ト

　

ア

ラ
ノ

共
和

国

政

府

に
代

わ

っ
て
種

認

さ

れ

る

閣

下

の
運

間

が

両

重

府

間

の
合

意

を
愁

成

し
　

そ

の
合

意

が

そ

の
列

力
発

生

の
た

め

に
必

要

な
国

内

手
続

を

完

了
し

た

旨

の

エ
ジ
ブ

ト

　

ア

ラ
ブ

共
和

国

政

府

か

ら

の

害

面

に

よ

る
適

告

を

日
本

国

政

府

が

受

田

し

た

日

に
効
方

を

生
す

る

も

の
と

す

る

こ
と

を

握

舞

す

る

光

栄

ｔ

有

し
ま

す

．

こ
の

香

付

は

　

ひ
と

し

く

正

文

で
あ

る

日
本

番

、

ア

ラ

ピ

ア
語

及
び

英

語

に
よ

り

作

成

さ

れ

、

落

釈

に

相

遺

が

あ

る
場

合

に
は

　

英
一お
の
本

文

に
よ

る
も

の
と
し

ま
す

．

本

ｔ

は

　

以

上

を

申

し

進

め

る

に
際

し

　

こ

こ
に
重

な

て
閣
下

に
向

か

っ
て
敏

を

を

表
し

ま

す

。

二

千
十

八

年

二
月

二
十

一
日

に
カ

イ

Ｈ
で

エ

ジ
ブ

ト

　

ア
ラ
ブ

共

和

国
盛

在

日
本

国
格

”

全

様

大

佐
　

を

川

距

霞

エ
ジ
ブ

ト
　

ア

ラ
ブ

共
和

国

投

資

　

国
際

概

力
大

臣

サ

ハ
ル
　

ナ

ス
ル

閣

下

〈
エ
ジ
プ

ト

何

書

宙

）

苔
間

を

も

つ

て
露

上

い

た
し

ま

す

。

本

大
直

は
　

本

日

付

け

の

閣

下

の
大

の
書

寓

を

受

筑

し

た

こ
と

を

確

露
す

る

光
栄

を

有
し

ま

す

．

Ａ
日
本

側

合

柄

〉

本

大

霞

は

　

更

に
　

前
角

の
了

解

を

エ
ジ
ブ

ト

，
ア

ラ

ブ

共

和

国
政

府

に
代

わ

っ
て
強

露
す

る

と

と
も

に
、

閣

下

の
書

間

及
び

こ

の
返

間

が

両

政

府

間

の
合

意

を

打

成

し

、

そ

の
を

諸

が

そ

の
効

力

発

生

の
た

め

に
必

要

な

国
内

手

続

を

完
了

し

た

旨

の

エ
ジ
ブ

ト

　

ア

ラ
ブ

共

和

国

政

府

か

ら

の
書

面

に
よ

る

通

告

を

日
本

国

政

府

が

受

領

し

た

，

に
効

力

を
生

す

る

も

の

と
す

る

こ
と

に

同

意

す

る
光

栄

を
有

じ

ま

す

。
こ
の
書

路

は

、

ひ
と

し

く

正
文

で
あ

る

ア

ラ
ビ

ア
お

、

日
本

語

及
び

芸

喬

に
よ

り
作

成

さ

れ

、

解

泉

疋
相

窮

が

あ

る
場

合

に
は

　

英

語

の
本

文

に
よ

る

も

の

と
し

ま
す

．

本

六

巨

は

　

以

上

を

申

し

進

め

る

に
隊

し
、

こ

こ
に
重

れ

て
四

下

に
向

か

っ
て
位

産

を
表

し

ま

す

，

〓
千

十

八

年

二
月

二

十

一
日

ｔ

カ

イ

ロ
モ

エ
ジ
ブ

ト

　

ア
ラ
ブ

共

和

国

投

資

　

国

験
協

力

大

Ｈ

　

サ

ハ
ル
　

ナ

ス
ル

エ
ジ
ブ

ト

・
ア

ラ
ブ

共

和

国

境

を

日
本

国

各

奇

全

権

大
宜

　

者

川

圏
成

函

下

Ｏ

外

務

省
告
泉

窮

三
百
六

■

四
号

平

成

三
十
年

八

月

二

日

に
ア
デ

イ

ス

ア

ベ
バ

て
、

エ
テ

オ

ビ

ア
逆

部
長

主

共
和

国
政

府

に
対
す

る
贈

与

に
関
す

る

次

の
概

要

の
３

簡

の
交
褒

が

〓
チ

オ

ピ

ア
連

邦

員
茎

共

和

国

政

府

と

の
間

ｔ
行

わ

れ

た
。

１
　

鶴

力

の
目

釣

及
び

内

客

　

経

済

社

会

開
発

ｔ
採

る
計

画

等

を

受
施

す

る

た

め

に
必

要

を
”

政
府

の
関

係

当

局

で
合

意
す

る

生

産

物

及
び

役
務

の
購

入

Ｏ

外
務

省

告

示
第

二
百

六

十
二

号

平
成

三

十

年

八

丹
十

四
Ｂ

に
バ

ン
ギ
で
　
中
央

ア

フ
リ

カ

共

和

国

内

の
社

会

的

騒
者

に
対

す

る
食
査
援
助

Ｌ
関

す

る

次

の
概

要

の
３

間

の
交

換

が
世

雰
夜
査
軒
面
と

の
間

に

行

わ

れ

た

。

１
　

後

力

の

目
的

及
び

内

容

　
食

温
抜
功
疑
約

に
期
達

し

て
行

わ

れ

る
食

査

援

助

を
実
施

す

る
た
め
に
必

要

な

生

産

物

及

び

役

密

の
虻

入

２

　

贈

与

額

　
一二
檀

三

千

万
円

３

　

号

そ

者

日
　

　

本

　

　

側

　

岡

村
邦

夫

を
中
央
ア
フ
リ

カ
大

慎

世

界

食

避

対

面

卸

　

″

み
”
ル

勤
族
芹
樽
碁

ス
を
中

央

平
成

二

十

年
八

月

二
十

三

ロ

外

務
大

臣

臨
時
代
理

3  2
嬢

染

定

の
予

防

及
び

感

染
定

の
忠

者

に
対
す
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